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担当：花村 

第2・第4火曜日発刊 

～ 対 象 企 業 が 拡 大 さ れ ま す ～  

1．法改正の内容とスケジュール 
①一般事業主行動計画の公表・従業員への周知の義務化 

②一般事業主行動計画の策定・届出義務企業の拡大 

従業員数 策定・届出義務 公表・従業員への周知義務 

301人以上 平成17年4月1日～ 平成21年4月1日～ 

101人～300人 平成23年4月1日～ 平成23年4月1日～ 

 

平成23年3月31日 

までは努力義務 

4．その他の改正ポイント 
●次世代育成支援対策を積極的に行なっている企業の認定基準の変更 

●届出様式の変更     行動計画策定・変更届、認定申請書 ともに変更 

3．行動計画の公表・従業員への周知とは？ 

●行動計画の従業員への周知とは 

 ・書面で従業員に公布 

 ・社内に掲示、備え付ける    いずれかの方法 

 ・電子メールで送信 

●行動計画の外部への公表とは 

・自社HPに掲載 

・「両立支援の広場」へ掲載      

http://www.ryouritsushien.jp/ 

・広報誌へ掲載 

いずれか
の方法 

策定・変更日から概ね３ヶ月以内に周知・公表 

【ポイント】 

平成21年4月1日以降に策定・変更した 

計画が対象 

2．そもそも次世代育成支援対策推進法とは？ 

●趣旨 仕事と子育ての両立を図れるよう、企業に雇用環境を 

整備することを定めている 
 

●企業に求められている取り組み 

①一般事業主行動計画（右図）の策定  

②都道府県労働局への提出 

③行動計画の実施 

例 

平成15年に急速な少子化への対応策の一つとして、次世代育成支援対策推進法が成立してから6年が経過し、 

今年、法改正が行なわれました。これまでは、従業員数が301人以上の企業に、一般事業主行動計画の 

策定が義務付けられていましたが、平成23年からは従業員数101人以上の企業に拡大されます。 

今回は、次世代育成支援対策推進法の改正スケジュールとともに改正のポイントをお伝えします。 


